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（
財
政
金
融
委
員
会
）

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
等
に
対
応
す
る
た
め
、
関
税
率
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も

に
、
適
正
な
課
税
の
た
め
の
規
定
の
整
備
を
図
る
た
め
の
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一

暫
定
関
税
率
等
の
適
用
期
限
の
延
長

、

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
暫
定
関
税
率
並
び
に
農
産
品
に
係
る
特
別
緊
急
関
税
制
度
及
び

牛
肉
又
は
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
一
年
延
長
す
る
。

二
、
適
正
な
課
税
の
た
め
の
規
定
の
整
備

１

輸
入
貨
物
の
課
税
標
準
と
な
る
価
格
の
決
定
（
関
税
評
価
）
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
明
確
化
を
図
る
。

２

延
滞
税
及
び
還
付
加
算
金
に
つ
い
て
、
現
下
の
低
金
利
の
状
況
等
に
鑑
み
、
特
例
的
に
利
率
の
見
直
し
を
行
う
。

３

災
害
等
に
よ
り
更
正
の
請
求
の
期
限
が
延
長
さ
れ
、
そ
の
請
求
に
対
し
税
関
が
更
正
等
が
で
き
な
い
期
間
が
生
じ
る
場

合
に
つ
い
て
、
更
正
等
が
で
き
る
期
間
を
延
長
す
る
。
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三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


